
平成１７年８月８日判決言渡　同日原本領収　裁判所書記官
平成１５年(行ウ)第１１号　公金支出差止等請求事件
口頭弁論終結日　平成１７年５月１６日

判決
主文

１　被告は，鹿島建設株式会社，株式会社豊蔵組及び株式会社岡組に対し，連帯
して金２億１７０２万４５００円及びこれに対する平成１７年４月２９日から支払済
みまで年５分の割合による金員を津幡町に対し支払うよう請求せよ。

２　原告らのその余の請求を棄却する。
３　訴訟費用はこれを２分し，その１を原告らの負担とし，その余を被告の負担とす

る。
事実及び理由

第１　原告らの請求
１　被告は，Ａに対し，金４億０４００万０１００円及びこれに対する平成１５年９月２７日

から支払済みまで年５分の割合による金員を津幡町に対し支払うよう請求せよ。
２　被告は，Ｂに対し，金４億０４００万０１００円及びこれに対する平成１５年９月２７日

から支払済みまで年５分の割合による金員を津幡町に対し支払うよう請求せよ。
３　被告は，鹿島建設株式会社，株式会社豊蔵組及び株式会社岡組に対し，連帯し

て金４億０４００万０１００円及びこれに対する平成１５年９月２７日から支払済みま
で年５分の割合による金員を津幡町に対し支払うよう請求せよ。

第２  事案の概要
　１　本件は，石川県河北郡津幡町（以下「津幡町」という。）の住民である原告らが，津

幡町の執行機関である被告に対し，津幡町が平成１５年８月１３日に鹿島・豊蔵・
岡特定建設工事共同企業体（以下「鹿島等ＪＶ」という。）との間で締結した津幡町
生涯学習施設（以下「本件施設」という。）建設工事（建築工事）請負契約（以下「本
件契約」という。）について，①本件契約の相手方選定のための制限付き一般競争
入札（以下「本件入札」という。）の際に談合が行われ，鹿島等ＪＶは，公正な競争
入札が行われていた場合に形成されていたであろう契約金額と現実の契約金額と
の差額につき津幡町に対し損害を与えた，②津幡町長であったＡ（以下「Ａ」とい
う。）は，上記談合によって本件契約は無効であったから，その代金の支払をすべ
きではなかったのに，過失により本件請負代金の支払命令をして津幡町に損害を
与えた，③津幡町助役であったＢ（以下「Ｂ」という。）は，上記談合があったため本
件契約を締結すべきでなかったのに，故意又は過失により本件契約を締結して津
幡町に損害を与えたとして，津幡町は，鹿島等ＪＶを構成する鹿島建設株式会社，
株式会社豊蔵組及び株式会社岡組並びにＡ及びＢに対して損害賠償請求権を有
しているとして，地方自治法２４２条の２第１項４号本文に基づき，鹿島建設株式会
社，株式会社豊蔵組，株式会社岡組，Ａ及びＢに対し不法行為に基づく損害賠償
の請求をするよう求めた住民訴訟である。

　２　前提事実（争いがないか，証拠［各項末尾記載］及び弁論の全趣旨により明らかに
認められる。）

　　(1)　当事者等
　　　ア　原告らは，津幡町内に居住する住民であり，「市民オンブズマン・つばた」の構

成員である。
　　　イ　被告は，津幡町の執行機関である。
　　　ウ　鹿島建設株式会社，株式会社豊蔵組及び株式会社岡組は，いずれも土木及

び建設の請負等を目的とする株式会社で，津幡町が発注した津幡町生涯学
習施設建設工事（建築工事）（以下「本件工事」という。）の入札において落札
した鹿島等ＪＶの構成員である。

エ　Ａは，平成１４年４月から津幡町の町長を務めている。
オ　Ｂは，昭和４０年５月に津幡町の職員として採用され，農政課長，農林課長，

都市計画課長，収入役等を歴任し，平成１４年１２月に助役に就任した者であ
る。また，津幡町が発注する工事又は製造の請負などの業者の適正な指名
決定を行うことを目的として同町が設置した津幡町請負業者選考委員会（以
下「業者選考委員会」という。）の委員長も務めている。（甲５３）

　　(2)　本件工事の経緯について
ア　津幡町では，平成１３年から，同町字北中条地内に，図書館，文化施設，福

祉施設等を複合した「生涯学習施設」を建築する計画を進めていた。津幡町
が建築する建物としては，未曾有の大型施設であり，同町は，町のシンボル



的な施設であると位置づけていた。
イ　被告は，平成１５年６月１６日，本件工事について，次の内容で，制限付き一

般競争入札を実施することを公告した。（甲７）
(ア)　工事概要　ＳＲＣ造，ＲＣ造，Ｓ造，地下１階，地上４階建，延床面積９８２

１平方メートル
(イ)　完成期日　平成１７年３月３１日
(ウ)　入札参加資格

ａ　３社により構成される特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」と
いう。）であること

ｂ　共同企業体の代表者について，平成１４年度に実施された建設業法２７
条の２３第１項の規定による経営事項審査の結果（以下「経審結果」とい
う。）における建築一式工事に係る総合数値（以下「総合数値」という。）
が１６００点以上であり，かつ，経審結果における建築一式工事の年間
平均完成工事高（以下「年間平均完成工事高」という。）が５００億円以上
であること

(エ)　入札執行日時　平成１５年８月７日
ウ　同年６月１７日，本件工事の予定価格が２２億２５９０万円であることが公表

された。
エ　同年８月７日，予定どおり本件入札が執行され，鹿島等ＪＶを含む１１共同企

業体が入札に参加した結果，１回の入札で，鹿島等ＪＶが２２億１０００万円
（税別，予定価格の９９．２９％，小数点３桁以下四捨五入）で落札した。入札
結果は，別表１のとおりであるが，これによると，他の１０共同企業体の入札
額は，予定価格の９９．７３％から９９．９６％であり，うち８共同企業体が同一
金額であった。

オ　同月１３日，津幡町は，鹿島等ＪＶとの間で，代金を落札価格に消費税を加
えた２３億２０５０万円として本件契約を締結した。

カ　本件工事は，平成１７年３月ころまでに完成し，津幡町は，同年４月２８日ま
でに鹿島等ＪＶに対し本件工事代金全額を支払った。

(3)　談合情報について
ア　平成１４年９月１７日，津幡市在住の者（原告らは，通報者保護のためにそ

の氏名を明らかにしないので，仮称「Ｓ氏」と表現する。）から原告Ｃに対し，電
話で，本件工事はすでに鹿島建設株式会社を代表とする共同企業体が落札
することが決まっている旨の談合情報が寄せられた。（甲１６，原告Ｃ本人）

イ　平成１５年７月１３日，石川県内の建設業界に身を置く者（原告らは，前同様
にその氏名を明らかにしないので，仮称「Ｔ氏」と表現する。）から原告Ｃに対
し，電話で，「本件工事については談合が終わり，落札者が決定している。」旨
の情報が寄せられた。翌１４日，原告Ｃは，Ｔ氏と面談し，その詳細を聞き取っ
た。その際，Ｔ氏は原告Ｃに対し，談合によって鹿島等ＪＶが落札することが既
に決まっていること，鹿島建設は，同年４月下旬，金沢市発注の城北水質管
理センターポンプ場の工事現場で，作業員１名死亡，１名重体の事故を起こし
た（以下「ポンプ場労災事故」という。）から，労働基準監督署の処分が決まれ
ば指名停止となるはずなのに，同監督署の処分が遅れているのは，本件工
事の受注が決まるのを待ってやっているのではないかとの疑惑があること等
を述べた。同月２４日，Ｔ氏は原告Ｃを訪ね，上記内容を書面化した「報道関
係各位」と題する書面（甲２）を同原告に預け，これを公表するか否かを同原
告に任せると述べた。（甲１２，原告Ｃ本人）

ウ　原告Ｃは，同月３０日，上記書面を報道機関に公表した。翌３１日，ポンプ場
労災事故の記事が新聞に掲載され，同事故のニュースがはじめて報道された
（甲２ないし５，１２）

エ　市民オンブズマン・つばたは，同月３１日，Ａに対し，鹿島等ＪＶが落札する旨
の談合情報があることを理由に，同年８月７日に予定されている本件工事の
入札の中止を求めた。（甲１）

オ　Ａは，本件入札への参加を希望していた１１共同企業体に対し，本件入札に
関して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等に抵触する行為
を行っていない旨が記載された誓約書の提出を求めたところ，１１共同企業体
は，同年８月５日，これを提出した。Ｂは，１１共同企業体の担当者に対し，入
札執行後談合の事実が明らかになった場合は，入札を無効とする旨の口頭
注意を行った上，予定を変更することなく，同月７日本件工事の入札を執行し



た（甲６４，乙２４ないし乙３４，証人矢田）。その結果，談合情報どおり，鹿島
等ＪＶが落札したが，津幡町は，公正取引委員会への通知をせず，その他何
らの措置をとらなかった。

カ　同月２９日，金沢市は，ポンプ場労災事故に関わった業者に対し，指名停止
の処分をした。（甲６）

キ　原告らは，同年９月２５日，津幡町監査委員に対し，本件契約を直ちに解除
するよう津幡町長に勧告することを求める旨の住民監査請求をした。（甲１２）
　これに対し，津幡町監査委員は，同年１１月２１日，本件入札に関する談合
行為の存在を確認することはできなかったとして，上記監査請求を棄却した。
（甲１５）

(4)　その他
ア　本件入札で付された総合数値１６００点以上，年間平均完成工事高５００億

円以上という条件は極めて厳しく，全国規模の大手ゼネコンでも，これを満た
すのは１５社程度にすぎなかった。（甲２９，弁論の全趣旨）

イ　津幡町における決裁権限について
　津幡町では，平成１５年２月２０日，津幡町事務決裁規則（規則第４号）を制
定した。これによると，工事又は製造の請負契約における業者の選定及び契
約方法の決定については代金５００万円以上のものが，入札の執行及び落札
者の決定についてはそのすべてが，いずれも助役の専決権限とされている。
なお，同規則の制定前，助役の専決権限は，工事請負指名業者の選定につ
いては１００万円以上５００万円未満の工事に限られ，入札の執行及び落札者
の決定等については１０００万円未満の契約に限られていた。（甲７７，８３）

第３　争点及びこれについての当事者の主張
１　本件入札において談合が行われたか（争点(1)）

　（原告らの主張）
  本件入札において談合が行われたと認定されるべきである。そのことを論証する
ため，次の(1)において，原告らが立証すべき事実について，同(2)において，談合
があったと判断し得る間接事実についてそれぞれ述べる。
(1)　原告らが立証すべき事実について

　原告らが立証すべきは，特定の入札において，入札業者間で，特定の本命業
者以外の業者は，本命業者の入札額よりも高い金額で入札し，本命業者に落札
させる旨の談合の合意が形成され，その合意に基づいて各業者が入札したこと
であり，このことを高い蓋然性をもって立証すれば足り，具体的にその合意を形
成するための話し合いが，いつ，どこで，誰の参加によってなされたかを立証す
る必要はないというべきである。

(2)　談合の存在を推認させる間接事実について
ア　談合情報の存在

　本件入札に先だち，原告Ｃのもとに，Ｓ氏及びＴ氏から，本件入札について
談合が行われており，既に落札業者が鹿島等ＪＶに決まっている旨の情報提
供があり，その情報どおり，鹿島等ＪＶが落札した。

イ　本件入札の結果が不自然であること
(ア)　本件入札の落札率は，９９．２９％と極めて高い落札率であった。これ

は，平成１５年度に津幡町が発注した公共工事について行われた１００件
の入札の中で，最も高率であった。

(イ)　予定価格が公表されていながら，落札できなかった１０共同企業体の入
札金額は，上記のとおり，予定価格の９９．７３％から９９．９６％であり，そ
のうち８共同企業体は，９９．９６％の同額であった。この結果からは，これ
らの共同企業体の受注に向けての意欲を窺うことができない。

ウ　談合を容易にする環境が整っていたこと
(ア)　入札参加資格条件について

ａ　総合数値条件が１６００点以上であったこと
　本件入札において付された「総合数値１６００点以上」という条件は，談
合を容易にする環境を設定するものである。
　すなわち，総合数値が１６００点以上の業者は，全国規模の大手ゼネコ
ンでも，わずか，１５社程度しか存在しない。その結果，競争性が制限さ
れ，談合が容易になる。

ｂ　年間平均完成工事高条件が５００億円以上であったこと
　津幡町は，「指名方針等の取扱い基準（内規）」を定めているが，これに



よると，大規模工事の指名業者の条件は，発注予定金額の約３倍以上
の年間平均完成工事高を有することとされている。本件工事に当てはめ
ると約６９億円であるから，上記条件は，極端に厳しい条件であって，大
幅に競争性を制限するものである。

(イ)　請負業者有資格者名簿（以下「名簿」という。）が公表されていること
津幡町は，名簿を作成して公表しているから，これによって入札参加資

格を満たす業者名が一目瞭然であって，談合は容易である。
(ウ)　予定価格の事前公表がなされたこと

　予定価格の事前公表は，建設業者の見積努力を損なわせ，談合が一層
容易に行われる危険性があるとの弊害が指摘されているところ，本件にお
いても，津幡町は，予定価格の事前の公表を行い，本件入札に関する談合
を容易にする環境を作った。

エ　談合が全国的に蔓延していること
(ア)　三重県久居市

　三重県久居市における下水道談合事件で，入札業者は，同市からの工
事の受注について常に談合が行われており，談合を行うことが習慣化して
いたこと及び談合を前提としない自由競争が行われたことは一度もなかっ
たことを供述している。

(イ)　名古屋市
　同市における新南陽工場談合事件で，鹿島建設，大成建設，大林組など
のスーパーゼネコンの業界担当者（いわゆる談合屋）は，ほとんどの入札
で談合が行われていることを供述している。

(ウ)　日本下水道事業団談合事件
　当該事件において，東芝，富士電機など大手電機メーカーの入札担当者
らは，各自治体の首長ら幹部の意向により談合の本命が決まること及び電
気設備工事だけでなく，建築工事や機械設備工事の入札でも談合していた
ことを供述している。

(エ)　長野県
　浅川ダム入札に係る調査報告書によると，長野県浅川ダムの入札におい
て談合があったことが認定された。

(オ)　徳島県
　徳島県汚職問題調査等報告書によると，Ｄ元知事の汚職事件に関して，
大手ゼネコン８社の幹部社員は，東京地検特捜部の事情聴取に対し，四
国のゼネコン業界では，四国全域の公共工事において，大手５，６社の打
合せによって，予め落札業者を決めるという談合が行われていたこと及び
そのような状況は四国に限ったことではないこと，などを供述している。

(カ)　佐賀市
　佐賀市の郵便入札に関する報告書において，指名競争入札と郵便入札
の入札金額の分布を分析した結果，指名競争入札では，意図的に何らか
の調整が常態的に行われていたことが推測されるとの報告がなされてい
る。

(キ)　小括
　以上の事実から窺える談合の全国的な蔓延状況から考えても，一地方都
市である津幡町の公共工事は，大手ゼネコンが常態的に行っている談合
の網にかかっていると考えるのが自然である。

オ　入札に際して，入札参加業者間で談合をする動機があること
　建設業者は，談合することにより２０％以上も高く落札できる一方，日本で
は，談合に対するペナルティーが軽く，業者にとってやり得という実態が存在
している。よって，建設業者が入札に際して，談合をする動機がある。

カ　被告の主張に対する反論（工事内訳書の点検について）
　被告は，本件入札の際に各入札業者から提出させた工事内訳書を点検した
結果，談合を窺わせる事実はなかったと主張する。しかし，以下のとおり，当
該点検の結果を記載した工事内訳書調査報告書（乙１２，以下「報告書」とい
う。）は信用性に乏しく，談合の存在を否定することはできない。
(ア)　津幡町監査委員は，平成１５年９月２６日，原告らの監査請求に対し，監

査に着手し，一級建築士の資格を持つ津幡町役場職員Ｅ及び同Ｆ（以下「Ｅ
ら」という。）に対して，工事費内訳書の精査を依頼をしたところ，同年１０月
２３日，Ｅらから報告書が提出された。



　上記事実によれば，報告内容の基礎となった調査日時は，平成１５年９月
２６日以降の日となるはずである。しかし，上記報告書によれば，同年８月
７日及び同月８日に調査したことになっており，日付が矛盾する。よって，上
記報告書の内容は，虚偽であると言わざるを得ない。

(イ)　また，上記報告書は，現場を知らず，設計価格が水増しされていることを
見抜けない職員によって作成されたものであって，その内容に信用性がな
い。

キ　まとめ
　以上の事実を総合すれば，本件入札に際し，談合があったことは明らかで
ある。

（被告の主張）
　本件入札においては，以下のとおり，談合があったという証明はなされていない。
(1)　原告らの立証の内容について

　談合の事実が認定されるには，談合が行われた日時，場所，参加した業者，
談合の内容等，談合行為を具体的に主張，立証する必要がある。しかるに，本
件において，そのような主張，立証はなされていない。

(2)　談合の存在を推認させる間接事実について
ア　原告の主張(2)のアの事実は知らない。なお，事前に落札すると指摘されて

いた鹿島等ＪＶが落札したのは偶然の一致である。
イ　本件入札の結果が不自然であることについて

　本件入札の落札率が，９９．２９％であったこと及び落札できなかった入札参
加業者の入札金額が一部で同額であったことから，談合の存在を推認するこ
とはできない。

ウ　談合を容易にする環境が整っていたことについて
(ア)　入札参加資格条件（総合数値条件が１６００点以上，年間平均完成工事

高条件が５００億円以上であったこと）について
　結果的に，入札参加資格のある業者の数が少なくなったが，入札参加資
格は，業者選考委員会で，本件工事の津幡町における重要性，工事施工
の難易度を考慮して，類似工事施工実績，経営能力，施工の信頼性・信用
性を判断し，国，県の大規模工事（平成１１年の石川県庁舎建設工事，平
成１４年の野々市町新庁舎建設工事）等を参考としながら，決定したもので
あって，そのことに何の問題もない。

(イ)　名簿の公表及び予定価格の事前公表について
　　名簿が公表されたこと及び予定価格の事前公表がなされたことは認める

が，それらが談合を容易にしたことは否認する。
エ　他の地方公共団体等が発注した入札に際して談合があったことから，本件

入札において談合があったことを推認することはできない。
オ　入札に際して，入札参加業者間で談合をする動機があることについては否

認する。
カ　被告の主張

(ア)　報告書について
　平成１５年９月２６日，津幡町監査委員からＥらに対して，工事内訳書の
精査依頼がなされ，Ｅらは，工事内訳書を精査したが，談合を窺わせる事
実はなかった。
　なお，その報告書に，調査日時が８月７日及び同月８日と記載されている
のは，Ｅらが，監査委員から依頼を受ける以前から調査をしていたためであ
る。

(イ)　誓約書について
　被告は，本件入札に参加する共同企業体に対し，談合をしていないことを
内容とする誓約書の提出を求めたところ，各共同企業体は，誓約書を提出
した。
　このように，各共同企業体が誓約書を提出している以上，本件入札に際
し，談合があったと推認することはできない。

２　鹿島等ＪＶ等の違法行為の有無（争点(2)）
（原告らの主張）

(1)　鹿島等ＪＶの違法行為
　本件入札参加業者らがした談合行為は，競争入札の公正を害する違法行為
であり，本件入札に基づき本件契約を締結した鹿島等ＪＶは，津幡町に対し，民



法７０９条，７１９条に基づき，談合によって津幡町が被った損害を賠償する責任
がある。

(2)　Ａの違法行為について
　Ａは，予算執行権限を有するところ，本件契約は談合によるもので無効である
から，その代金について支出を命令してはならない注意義務があったのに，これ
に違反して出納機関に対して代金の支出を命じ，出納機関をして支出をなさしめ
た。よって，民法７０９条に基づき，Ａは津幡町に対し，津幡町が被った損害を賠
償する責任がある。

(3)　Ｂについて
　Ｂは，本件契約の締結について専決権限を有するところ，本件契約は談合に
よるものであるから，これを締結してはならない注意義務があったのに，これに
違反して本件契約を締結した。よって，民法７０９条に基づき，Ｂは津幡町に対
し，津幡町が被った損害を賠償する責任がある。

（被告の主張）
　いずれも否認ないし争う。

３　津幡町が被った損害（争点(3)）
（原告らの主張）

　談合が行われなかった場合には，談合が行われた場合と比較して，落札価格は
平均約２６．４４％下落すると推計されるところ，本件入札においても，談合が行わ
れず公正な競争入札が実現していたとすれば，予定価格（２２億２５９０万円）に対
する落札価格（消費税を除く。）の比率（落札率）は，８２％（１８億２５２３万８０００
円）を超えることはなかったものと推定できる。
　よって，本件入札においては，消費税を加算した落札価格と予定価格の８２％に
消費税相当額を加えた本来の落札価格との差額を損害とみるべきであり，その額
は，４億０４００万０１００円となる。
（計算式）2,320,500,000－1,825,238,000×1.05＝404,000,100

（被告の主張）
　争う。

第４　当裁判所の判断
１　本件入札において談合が行われたか（争点(1)）

(1)　証拠（各項末尾記載）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
ア　談合事件の捜査等によって判明した事実等

(ア)　三重県久居市発注の公共工事に絡む競売入札妨害事件に関して，三
重県警察本部司法警察員が平成９年７月２８日に作成した捜査報告書中
には，久居市発注の下水道工事について，談合が行われた入札での落札
率が，平成６年度が９８．６７％，平成７年度が９７．２６％，平成８年度が９
９．１３％，平成９年度が９８．１１％であったのに対し，談合が行われなかっ
た入札での落札率は，平成６年度が８１．０７％，平成７年度が６７．３６％，
平成９年度が６９．５７％であり（平成８年度は自由競争下での入札は無か
った），４年間の，予定価格と落札価格の差の合計を予定価格の合計で除
した歩切り率は，談合が行われた入札では１．８０％，自由競争下での入札
では２４．５６％であったと記載されている。（甲５５）

(イ)　平成１３年１月１２日，和歌山市発注の公共工事に関し，受注会社の従
業員に対して競売入札妨害罪の略式命令が確定したが，これを契機に提
起された住民訴訟（和歌山地方裁判所平成１３年(行ウ)第５号）で同裁判所
が平成１４年７月２日に言い渡した判決において談合があったと認定された
工事の落札率は，平成８年度地方改善整備事業芦原大型作業場排水処
理施設工事（平成９年２月７日入札）が９９．７９％，平成９年度地方改善整
備事業岩橋大型共同作業場新築排水処理施設工事（平成９年１１月１１日
入札）が９８．６１％，平成１０年度地方改善整備事業岩橋大型作業場新築
屋外付帯工事（平成１０年６月２３日入札）が９７．８９％であった。（甲５６）

　　　(ウ)　徳島県において，Ｄ元知事（以下「Ｄ元知事」という。）の汚職事件につい
て，Ｇ新知事が立ち上げた「汚職問題調査団」が平成１５年６月３０日徳島
県に提出した報告書によれば，東京地方検察庁の捜査によって，徳島県に
おいては，Ｄ元知事がいわゆる「天の声」を発し，ゼネコンや大手業者らもこ
れを受け談合が常態化していたことが明らかになったこと，そのような状況
下での平成１２年度から同１４年度までの徳島県発注の公共工事の落札率
の分布は，９８％台を最大値とする９７％ないし９９％台の大きな山と，６６



％ないし６７％の小さな山が形成されていること等が記載されている。（甲２
６）

　　　イ　入札制度改善に積極的に取り組んだ地方自治体の実績等
　　　(ア)　長野県においては，平成１４年７月９日に「長野県公共工事入札等適正化

委員会」を設置し，浅川ダム本体工事の入札につき調査を行ったところ，入
札参加業者間で談合が行われたとの結論に達した。
　なお，長野県では，建設工事の平均落札率が，平成１３年度は９７．４％，
平成１４年４月から平成１５年１月までは９４．８％であったのに対し，平成１
４年１２月に行われた入札制度改革施行の結果，平成１５年２月から３月の
それは７５．５％にまで下落した。（甲５８，甲２６）

(イ)　佐賀市は，平成１４年度に，「郵便入札」を始めた。「郵便入札」とは，主
に経審結果の総合評点と手持工事件数で入札参加資格条件を定め，これ
を満たしていて，原則として本店が市内にある登録業者であれば自由に入
札に参加でき，インターネットと掲示場で公告を行い，入札は郵便で行うと
いうものであった。平成１４年度の指名競争入札と郵便入札の入札状況を
比較すると，指名競争入札の平均落札率が９６．８８％であったのに対し，
郵便入札では９０．９７％であった。（甲６０）

ウ　日本弁護士連合会が平成１３年２月に発表した「入札制度改革に関する提
言」によると，４７都道府県と１２政令指定都市を対象とした入札制度について
のアンケート調査，愛知県，静岡県，徳島県及び三重県の４県における入札
制度運用状況の聞き取り調査，入札・談合ホットラインの実施結果や談合刑
事記録調査結果等に基づき，日本の入札において談合が蔓延していること，
発注者の談合容認姿勢にもその原因があることを指摘し，現在の入札実態等
をふまえ，談合防止のための入札制度改革の提案がなされている。その文中
には，次のような事実の指摘がある。（甲５９）
(ア)　建設省（当時）の調査結果によると，都府県２８，政令指定都市８都市，

市町村２０５における平成１０年度の平均落札率は９５．４％であった。
(イ)　神奈川県横須賀市では，平成１０年７月以前は指名競争入札を実施して

いたが，落札率は，９５％以上が３分の２を占めるという高止まりの状態で
あった。その後，指名業者の公表をやめ，経審結果に基づく総合評点を基
準に入札条件を定め，入札条件に合致していて希望する者はすべての入
札に参加できる入札方法を導入する等の改革に取り組んだ結果，平均落
札率が，平成９年度は９５．７％であったのが，平成１０年度は９０．７％，平
成１１年度は８５．６％に急落した。

(ウ)　神奈川県座間市では，平成１０年５月に談合刑事事件が摘発され，同年
７月には公正取引委員会から建設会社１８社に対し排除勧告がなされたこ
とから，以後，市外業者を指名に加えることとしたところ，平均落札率が，平
成９年度は９６．７４％であったのに，平成１０年度は８４．９５％，平成１１年
度は８３％に下がった。

(エ)　三重県久居市では，談合刑事事件の摘発後，市内に本店を有する業者
だけでなく，支店や営業所を有する業者も参加可能とする等の改革をした
ところ，以後ほとんどの入札において，平均落札率が６５％ないし７０％前
後になった。

　　　　(オ)　名古屋市ゴミ焼却場新南陽工場談合刑事事件において，いわゆるスーパー
ゼネコンの担当者は，ほとんどの入札で談合していると供述している。この
供述によると，ゼネコンが行う談合の流れは，次のとおりである。すなわち，
まず業者は発注自治体から発注工事の情報収集を行い，その後業者間の
調整により「本命」業者を決定し，本命業者は発注自治体へ「本命」になっ
たことを連絡し指名してくれるよう依頼をした上，指名後発注自治体からの
予定価格を聞き取り，入札価格を決定した上他の業者へ連絡し，他の業者
はこれよりも高い価格で入札を行い，本命業者が落札するというのである。

　　エ　津幡町における平成８年度から平成１５年度までの予定価格１０００万円以上
の公共工事（一部予定価格が１０００万円に満たないものや随意契約も含ま
れている）８５４件について，その落札率を見ると，別表２のとおりであるが，そ
こから次のことが指摘できる。なお，津幡町においては，平成１４年度から予
定価格の事前公表が行われているが，同１３年度以前は公表されていなかっ
た。

　　　(ア)　平成８年度は，計７３件中，９９％以上が５５件，９８％以上は６８件，９７％



以上は７０件，９０％未満は０件であった。
　　　(イ)　平成９年度は，計１００件中，９９％以上が６６件，９８％以上は８９件，９７％

以上は９２件，９０％未満は０件であった。
　　　(ウ)　平成１０年度は，計１２９件中，９９％以上が７０件，９８％以上は１０７件，９

７％以上は１２１件，９０％未満は３件（うち，８０％未満は０件）であった。
　　　(エ)　平成１１年度は，計１０８件中，９９％以上が４４件，９８％以上は８６件，９７

％以上は１００件，９０％未満は２件（うち，８０％未満は０件）であった。
　　　(オ)　平成１２年度は，計１０９件中，９９％以上が４４件，９８％以上は８７件，９７

％以上は１００件，９０％未満は４件（うち，８０％未満は３件）であった。
　　　(カ)　平成１３年度は，計１２３件中，９９％以上が４６件（うち１件は１００％），９８

％以上は７２件，９７％以上は８８件，９０％未満は９件（うち，８０％未満は
７件）であった。

　　　(キ)　平成１４年度は，計１１２件中，９９％以上が３件，９８％以上は９件，９７％
以上は３７件，９０％未満は８件（うち，８０％未満は６件）であった。

(ク)　平成１５年度は，計１００件中，９９％以上が２件，９８％以上は３件，９７
％以上は２６件，９０％未満は５件（うち，８０％未満は３件）であった。

オ　上記８５４件中，複数回の入札が実施されたのが，平成８年度に１０件，平成
９年度に５件，平成１０年度に３件，平成１２年度に２件及び平成１３年度に５
件あったが，そのうち，１位の順位が入れ替わったのは，平成９年度の１件及
び平成１０年度の１件だけであり，他はすべて，入れ替わりのない，いわゆる
「１位不動」であった。（甲８４）

(2)　上記(1)記載事実及び上記前提事実に基づいて検討する。
ア　談合に関する立証の対象・程度について

　談合の事実を立証する責任は原告らにある。そして，原告らが立証すべき
事実は，特定の入札において，入札業者間で，特定の本命業者以外の業者
は，本命業者の入札額よりも高い金額で入札し，本命業者に落札させる旨の
合意が事前に形成され，その合意に基づいて各業者が入札したことであり，こ
のことを高い蓋然性をもって立証すれば足りるのであって，具体的にその合
意を形成するための話合いが，いつ，どこで，誰の参加によってなされたかを
立証する必要はないというべきである。

イ　津幡町における入札一般について
(ア)　ところで，入札制度の改革に取り組んだいくつかの地方自治体において

は，おしなべて，短期間で，落札率の大幅低下（７０％前後から９０％前後）
がみられていることに照らすと，真実の自由競争が行われれば，その程度
の金額で落札されることが通常であるということができる。他方，談合刑事
事件で摘発された事例は，落札率が９７％以上であることが多く，その程度
の金額による落札は，自由競争の結果ではない相当程度の可能性がある
ことを示している。

(イ)　よって，津幡町発注の公共工事においても，予定価格の９７％を超える
入札は，通常，自由競争において，真実工事の受注を希望しての入札であ
るとは考え難い。
　しかるに，平成８年度から平成１５年度までの津幡町発注の予定価格１０
００万円以上の公共工事（一部１０００万円未満及び随意契約を含む）の入
札については，平成８年度は７３件中７０件（９５．９％），平成９年度は１００
件中９２件（９２％），平成１０年度は１２９件中１２１件（９３．８％），平成１１
年度は１０８件中１００件（９２．６％），平成１２年度は１０９件中１００件（９
１．７％），平成１３年度は１２３件中８８件（７１．５％）が９７％以上の落札率
であったから，その落札率だけで，津幡町において，談合が蔓延していた
のではないかとの強い疑いを抱かせるに十分である。

(ウ)　また，上記入札において，複数回の入札が行われた２５件中，談合の典
型的特徴といわれる「１位不動」が２３件にみられたことも，談合の蔓延を疑
わせる事情である。

(エ)　次に談合問題に対する津幡町の対応をみてみるに，上記のように談合
の蔓延を疑わせる高落札率が続いていたのに，津幡町がそのような状況
を改善するために抜本的な対策をとったことについては何らの主張立証が
ない。また，津幡町は，本件入札の結果，談合情報どおりの業者が落札し
たのに（偶然の一致である確率は約９％にすぎない），公正取引委員会へ
の通知，その他何らの措置をとらなかった。このことから窺える談合問題に



対する津幡町の消極的な姿勢は，業者が談合することを容易にするもので
あったということができる。

ウ　本件入札における談合行為について
(ア)　匿名情報は，虚偽の情報であってもその提供者は責任を問われないか

ら，その信用性は，一般的には高く評価することができない。しかしながら，
談合情報については，その出所が談合をしたとされる業界に身を置く者で
あると考えられるところ，そのような者が顕名で談合情報を明らかにするこ
とが極めて困難であることは明らかであるから，匿名であることだけでその
信用性を低く見るのではなく，その内容を慎重に検討するべきである。本件
においてＴ氏が原告Ｃに寄せた談合情報は，結果的に，情報どおりに鹿島
等ＪＶが落札したこと，当時マスコミ報道がされていなかったポンプ場労災
事故に触れられていて，その事故が発生していた旨の情報は真実であった
こと等に照らし，更にＳ氏からも同旨の情報が寄せられていたことを併せ考
えると，その信用性を高く評価すべきものである。

(イ)　本件の落札結果は，予定価格が公表されていながら，予定価格の９９．
２９％という高落札率である。他方，鹿島等ＪＶを除く１０共同企業体の入札
額は，９９．７３％から９９．９６％と極めて高額であり，うち，８共同企業体
は，予定価格から１００万円未満の端数を削っただけの極めて安易な入札
をしており，これらの共同企業体が，真実受注を目指していたと考えるのは
困難である。

(ウ)　本件入札においては，入札参加資格として，共同企業体の代表者につ
いて総合数値が１６００点以上，年間平均完成工事高５００億円以上という
厳しい条件が付されたため，その条件を満たす建設業者は全国規模の大
手ゼネコンでも１５社程度にすぎず，一般競争入札とはいえ，入札できる者
が限られるため，談合することは容易であったということができる。

エ　以上の事実を総合すると，本件入札において，入札業者間で，鹿島等ＪＶ以
外の各共同企業体は，鹿島等ＪＶの入札額よりも高い金額で入札し，鹿島等Ｊ
Ｖに落札させる旨の合意が事前に形成され，その合意に基づいて各共同企業
体が入札したと推認することができるというべきである。
　これに対し被告は，Ｅらが各共同企業体が提出した工事内訳書を検討した
が，談合を窺わせる事実はなかったと主張し，証拠（乙１２，甲５４，証人Ｅ）中
にはその主張に沿う部分があるが，具体的にいかなる検討をしたか明らかで
なく，Ｅらが談合を窺わせる事実がないと判断したとしても，前記認定判断を
左右するに足りない。また，被告は，各共同企業体が誓約書を提出したから
談合はなかったと主張するが，誓約書提出の事実は到底前記認定を左右す
るに足りない。

２　鹿島等ＪＶ等の違法行為の有無（争点(2)）
(1)　鹿島建設株式会社，株式会社豊蔵組及び株式会社岡組について

　上記３社は，鹿島等ＪＶの構成員として，他の共同企業体と談合の上，本件工
事を落札したものであって，これが違法であることは明らかである。

(2)　Ａについて
ア  地方公共団体の長は，故意又は過失によって地方公共団体に違法に損害

を与えた場合には，これを賠償する義務を負う。
イ　本件契約は，談合によるものであって，一般競争入札の形式で入札が行わ

れたが，一般競争入札の実質を有していなかったから，地方自治法２３４条に
違反して違法であるというべきである。ところで，法令に違反して締結された違
法な契約であっても，私法上当然に無効になるものではなく，その契約が違
法であることが誰の目にも明らかである場合や，契約の相手方において違法
であることを知っていた場合等，当該契約の効力を無効としなければ，法令の
趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められる場合に私法上無効にな
ると解すべきである（昭和６２年５月１９日最高裁判所第３小法廷判決・民集４
１巻４号６８７頁参照）。本件においてこれをみるに，鹿島等ＪＶほか入札に参
加した１１の共同企業体が談合による契約が違法であることを知っていたこと
は明らかであるし，上記各共同企業体は，津幡町に対し，談合がない旨の誓
約書まで差し入れて入札に参加したことにも鑑みると，本件契約を無効としな
ければ法令の規定の趣旨を没却するということができ，本件契約は無効であ
るというべきである。

ウ　一般的には，地方公共団体の長は，無効な契約に基づく代金の支出を命ず



るべきではないということはできる。しかしながら，本件施設が完成した段階
で，Ａが具体的に如何なる措置をとるべきであったかは困難な問題である。す
なわち，Ａがとりうる方法としては，①鹿島等ＪＶに本件契約の無効を主張して
本件施設の撤去を求める，②本件施設の引渡しを受けることができなくとも鹿
島等ＪＶに対する代金の支払を留保する，③鹿島等ＪＶから本件施設の引渡し
を受け，その客観的価値に相当する金銭を支払う等の方法が考えられるが，
①の方法は社会経済上大きな損失であるし，②の方法も，本件施設の利用に
ついての町民の期待を裏切ることとなり，③の方法は，客観的価値の算定が
困難である。また，本件では，関係者の自白等，談合の事実を認める明らか
な証拠はなく，津幡町監査委員は原告らの住民監査請求に対して談合の事
実が認められないとの判断をしていたから，Ａが代金の支払を止めた場合に
は，将来の遅延損害金の負担の危険を否定できなかったということができる。
このような事情を総合すると，取りあえず代金を支払って本件施設の引渡しを
受け，談合の有無の判断や対応策は，係属中の訴訟における裁判所の判断
に委ねるのも地方公共団体の長の一つの選択としてはあり得るところである。
Ａが具体的にどのような考えに基づいて本件代金の支出を命令したかについ
ては，これを認めるに足る証拠はないが，本件施設が完成した段階で，いか
なる措置をとるかは，様々な功罪を勘案した上でなされる地方公共団体の長
の裁量的判断であるということができ，本件代金の支出命令を出したＡの措
置が，その裁量を逸脱，濫用したとまではいうのは困難である。
　よって，Ａの措置が違法であるとまではいえないから，Ａに津幡町に対する
損害賠償責任があると認めることはできない。

(3)　Ｂについて
ア　Ｂは，地方自治法２４３条の２第１項１号に掲げる行為をする権限を有する職

員に該当する。そして，同条の規定は，同条１項所定の職員の行為に関する
限り，その損害賠償責任については，民法の規定を排除し，その責任の有無
又は範囲は専ら同条１，２項の規定によるものとしたものと解するのが相当で
ある（昭和６１年２月２７日最高裁判所第１小法廷判決・民集４０巻１号８８頁
参照）。そうすると，原告らは，被告に対し，地方自治法２４２条の２第１項４号
ただし書により，同法２４３条の２第３項に基づきＢに対する賠償の命令をする
ことを求めるのであればともかく，同法２４２条の２第１項４号本文により，Ｂに
対して損害賠償の請求をすることを求めることはできないといわざるを得な
い。

イ　よって，その余について検討するまでもなく，被告に対し，Ｂに対して損害賠
償の請求をすることの義務付けを求める原告の請求は，失当として棄却を免
れない。

３　津幡町が被った損害（争点(3)）
(1)　談合は，競争によって落札価格が下落することを防ぎ，より高価格で落札する

ことによって利益を得ようとするものであるから，本件入札においても，談合がな
かったら，落札価格は現実の落札価格よりも低価格であったと推認することがで
きる。そうすると，津幡町は，現実の落札価格（以下「現実落札価格」という。）と
自由競争が行われた場合に想定される落札価格（以下「想定落札価格」とい
う。）との差額に相当する損害を被ったというべきである。

(2)　想定落札価格の認定は極めて困難である。原告らは，公正取引委員会独占
禁止法研究会が，同委員会による審査開始後の落札価格の下落率の平均が２
６．４４％であった旨を発表した（甲６８）ことを根拠に，本件入札における想定落
札価格は予定価格の８２％を超えることはなかったと主張するが，証拠（甲６８）
によれば，上記の平均下落率は，各種の契約にまたがるいくつかの事例を単純
平均したものであると認められるところ，想定落札価格は，契約の種類，規模，
金額，経済情勢等様々な要因によって定まるものであるから，上記平均下落率
を根拠とする原告らの主張は採用できない。

(3)　よって，当裁判所は，民訴法２４８条に基づき，口頭弁論の全趣旨及び証拠調
べの結果に基づいて相当な損害額を認定することとする。
ア　上記認定に当たって考慮すべき事情として，上記公正取引委員会独占禁止

法研究会の発表内容のほか，次の事実が指摘できる。
(ア)　入札制度の改革に取り組んだ地方自治体では，落札率の顕著な減少が

見られる。長野県の平成１４年度の建設工事における受注希望型入札の
平均落札率は７５．５％であった（１の(1)のイの(ア)）。佐賀市の平成１４年



度の郵便入札の平均落札率は９０．９７％であった（同イの(イ)）。神奈川県
横須賀市の平均落札率は平成１０年度が９０．７％，平成１１年度が８５．６
％であった（同ウの(イ)）。同県座間市の平均落札率は平成１０年度が８４．
９５％，平成１１年度が８３％であった（同ウの(ウ)）。三重県久居市では，ほ
とんどの入札において平均落札率が６５％ないし７０％前後になった（同ウ
の(エ)）。

(イ)　津幡町では，平成１２年度から一部の入札において８０％を切る低落札
率のものが現れている（１の(1)のエ）。

(ウ)　証拠（甲６７）によると，平成１５年６月２４日付の日本経済新聞に，内閣
府の調査によると，平成１２年における建築工事の１平方メートル当たり単
価が，民間工事では１２．８万円であるのに公共工事は２１．７万円である
旨の記事が載っていることが認められる。

(エ)　証拠（乙１ないし１１，証人Ｅ）及び弁論の全趣旨によると，津幡町は，本
件工事の設計価格の積算をＨ（以下「Ｈ」という。）に委託したこと，津幡町
は，Ｈに対し，予算が厳しいことを理由に厳しく積算することを依頼したこ
と，本件入札に参加した１１共同企業体が作成した見積書では，その見積
価格は，いずれも予定価格よりも高くなっており，これから出精値引をして
入札価格を予定価格内に収めたことになっていること，これを鹿島等ＪＶで
みれば，見積価格は２６億４０００万円であり，これから４億３０００万円の出
精値引をして２２億１０００万円の入札価格を算出していること，以上の事実
が認められる。

イ　１１共同企業体間で談合が行われていたから，１１共同企業体が作成した各
見積書が真摯に作成されたものとは認めがたい。とはいえ，津幡町がＨに対
して厳しい積算を委託したことに照らすと，想定落札価格が入札制度の改革
に取り組んで顕著な成果を上げた地方自治体における実績ほどに低額であ
ったとも認めがたい。その他，本件に現れた一切の事実を総合勘案すると，
想定落札価格を予定価格の９０％とし，これに消費税を加えた額と現実落札
価格に消費税を加えた額（契約金額）との差額をもって津幡町が被った損害
額と認定するのが相当である。そうすると，その金額は，２億１７０２万４５００
円となる。
（計算式）2,320,500,000円-2,225,900,000円×0.9×1.05=217,024,500円

(4)　よって，津幡町は，鹿島建設株式会社，株式会社豊蔵組及び株式会社岡組に
対し，不法行為による損害賠償として連帯して金２億１７０２万４５００円及びこれ
に対する本件工事代金全額を支払った日の翌日である平成１７年４月２９日から
支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払請求権を有し
ている。

４　結論
　　以上の次第で，被告に対する原告らの本訴請求は，鹿島建設株式会社，株式会

社豊蔵組及び株式会社岡組に対し，連帯して金２億１７０２万４５００円及びこれに
対する平成１７年４月２９日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金を津
幡町に支払うよう請求することを求める限度で正当であるから認容し，その余は失
当であるから棄却する。
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